
契　　約　　図　　書
（　起工　）

工 事 名：
鳥取県環境管理事業センタ－産業廃棄物管
理型最終処分場下流水路改修工事

工事箇所： 鳥取県米子市淀江町小波



 



下流水路改修工

カルバ－ト工

1号

　 ボックスカルバ－ト B1800×H1200 ｍ 8.3

2号

　 ボックスカルバ－ト B1800×H1200 ｍ 7.5

排水構造物工

　作業土工 床堀り 式 1

埋戻し 式 1

基面整正 式 1

　排水工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路設置工 B1800×H1100 ｍ 70 ２次製品

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路設置工 B1800×H1200 ｍ 209 ２次製品

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路設置工 B2800×H1400 ｍ 75 ２次製品

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路設置工（落差工） B1800×H1100 ｍ 4 ２次製品

現場打U型水路設置工 B2800×H1400 ｍ 6

現場打L型水路設置工 ｍ 28

嵩上コンクリ－ト ｍ 7

　集水桝 1号集水桝設置工 B2000×L1900×H2900 箇所 1

間詰コンクリ－ト 式 1

2号集水桝設置工 B2000×L2000×H2000 箇所 1

3号集水桝設置工 B2300×L2300×H1400 箇所 1

　既設用水路復旧工 U型側溝 PU1-300B ｍ 2

ヒュ－ム管 CP1-RC-D400 ｍ 9

4号集水桝設置工 B800×L800×H600 箇所 1

　調整池改良工 調整池改良 式 1

防護柵工

H400×B1000

　防護柵基礎工 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 ｍ 30

H600×B1000

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 ｍ 10

H700×B1000

　 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 ｍ 42

H700×B1500

　 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 ｍ 8

　防護柵工 防護柵設置工 Gr-C-2B ｍ 90

現道復旧工

再生密粒度As（13）

　舗装復旧 表層 50mm ㎡ 161

RC-40

路盤 150mm ㎡ 161

数量総括表（1）

数量規　格 単位工 種 種　　別 細　目 摘要



RC-40

　 敷砕石 100mm ㎡ 19

ペイント式

　区画線工 区画線設置 実線15㎝ ｍ 30 外側線

構造物取壊し工

無筋構造物

　構造物取り壊し 構造物とりこわし工 機械施工 ㎥ 98

構造物とりこわし

殻運搬（Co(無筋)） L=0.18㎞ ㎥ 101

舗装版破砕 As舗装版 ㎡ 164

舗装版切断 As舗装版 ｍ 80

殻運搬（As） L=0.18㎞ ㎥ 8

Co殻処分費 無筋 ｔ 238 ㈱丸福

As殻処分費 ｔ 19 ㈱丸福

仮設工

　工事用道路設置 式 1

　仮排水・水替工 式 1

　仮設土留工 式 1

役務費 借地料 301,140円 式 1

運搬費 仮設材等運搬 運搬距離154.2㎞ 式 1

安全費 交通誘導警備員B 式 1

摘要

数量総括表（2）

工 種 種　　別 細　目 規　格 単位 数量



 

業務位置 

工事位置 
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令和７年５月１５日以降調達公告適用 

工 
 

程 

①（他工事等との調整） 

本工事については、鳥取県環境管理事業センタ－産業廃棄物管理型最終処分場土木工事と関連す

るので相互の連絡調整を密にすること。 

②（部分完成、着工保留） 

   については、    まで       しないこと。 

③（施工時間） 

本工事の施工時間帯は、昼間施工（８：００～１７：００）を見込んでいる。 

用
地
関
係 

①（用地、物件等未処理） 

本工事区間には   があるので、監督員と打合せのうえ施工を行うこと。 

なお、    頃     予定である。 

 

支
障
物
件 

①（埋設物等の事前調査） 

工事に係る地下埋設物等の事前調査については、未調査である。 

現場着手までに各管理者の立会を求めて埋設位置等の確認を行うこと。 

その他埋設が想定される未調査の埋設物については事前に確認を行うとともに、管理者不明の埋

設物等が確認された場合は、監督員に報告すること。 

②（支障物件） 

   の施工に当って、   が支障となっているが、   までに移設が完了する見込である。 

予定どおり移設できなかった場合は別途協議する。 

 

安
全
対
策 

①（交通安全施設等） 

一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工すること。なお、交通整理の配置人員及び

必要日数として、以下のとおり見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協

議すること。 

交通誘導員Ａ    人 交替要員    人 １日あたり合計   人 配置日数   日 

       工事全体合計    人・日          

交通誘導員Ｂ    1人 交替要員    1人 １日あたり合計  2人 配置日数  15日 

       工事全体合計  30人・日 

警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員Ａ、交通誘導員Ｂの定義は以

下のとおりとする。 

交通誘導員Ａとは、警備業法第２条第４項に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する

規則第１条第４号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る１級検定

合格警備員又は２級検定合格警備員をいう。 

また、交通誘導員Ｂとは、警備業法第２条第３項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員Ａ以

外の交通の誘導に従事する者をいう。 

なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教

育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Ｂを配置していることとみなす。 

 

濁
水
処
理 

①（濁水処理） 

工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によ

るものとする。なお、これにより難い場合は別途協議すること。 

また、舗装の切断作業時に発生する排水の処理についても、舗装の切断作業時に発生する排水の

処理について（平成24年3月27日付第201100201443号水・大気環境課長通知）

（https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1141896/120327hosousetudan.pdf）に基づいて適正に

処理すること。 

建
設
副
産
物
の
処
理 

【建設発生土（処理）】 

①（現場内流用） 

建設発生土は    に運搬（片道運搬距離  ㎞）するものとする。 

 

【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】 

①（分別解体等）      

コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。

なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 

コンクリート塊（無筋）１m3当り  7,562円 

アスファルト塊     １m2当り  179.6円 

建設発生木材      １m3当り     円 
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建
設
副
産
物
の
処
理 

②（他工事等流用） 

〔Co雑割材・      〕は、    市・町・村     地内    工事で使用する

ものとする。 

③（バイオマス発電燃料加工施設への搬出） 

建設発生木材は   市・町・村     地内の     のバイオマス発電燃料加工施設

への搬出（片道運搬距離   ㎞）を想定し、１ｔ当り     円を見込んでいる。搬出先を

変更する場合には、理由を付して協議を行うこと。 

なお、公共工事で伐採する支障木は、一般木質バイオマスとして区分される。一般木質バイオ

マスであることは、立木の所有者（鳥取県）自らにより由来を証明することを基本とするが、伐

採・運搬を行う者が由来を証明する場合は、鳥取県森林組合連合会が登録・審査した認定団体で

なければならない。当該工事は、〔所有者（鳥取県）・伐採・運搬を行う者〕により由来の証明

を行うこととしているため、着手にあたっては事前に監督員に確認すること。 

④（木材市場等へ売却） 

建設発生木材は    市・町・村     地内の      への搬出（片道運搬距離   

㎞）を想定し    円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではな

いが、売却先を変更する場合の理由を付して協議すること。 

いが、売却先を変更する場合の理由を付して協議すること。 

⑤（再資源化施設へ搬出） 

コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設

等への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する

場合は理由を付して協議を行うこと。再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うととも

に、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。 

なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。 

（施設の名称・  コンクリート塊（無筋） 米子市淀江町小波地内の㈱丸福 

受入れ費用）       （運搬距離0.18㎞）、費用 １ｔ当り 1,400円 

アスファルト塊 米子市淀江町小波地内の㈱丸福 

（運搬距離0.18㎞）、費用 １ｔ当り 2,000円 

建設発生木材      市・町・村    地内の        

（運搬距離   ㎞）、費用 １ｔ当り     円 

その他（  ）   市・町・村    地内の        

（運搬距離   ㎞）、費用 １ｔ当り        

（受入れ時間帯） ８時～１７時（平日） 

（受入れ条件）  ア  路盤材、土砂、金属片等が混入していないこと。 

イ  コンクリート塊、アスファルト塊の径は500㎜以下であること。 

ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径     cm以下、長さ    m以下

であること。 

エ  ２次公害発生の恐れのある物質（廃油等）を含まないこと。 

⑥（最終処理等） 

    については、    市・町・村     地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道

運搬距離   ㎞）を想定し、その費用として１ｔ当り    円を見込んでいる。 

これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。 

⑦（産業廃棄物の処理に係る税）  

産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を、          円見込んでいる。 

⑧（伐木工の数量） 

伐木工は伐木工歩掛（平成27年８月12日付第201500076595号鳥取県県土整備部技術企画課長通

知）に基づき参考数量で算出しているので、実績について見積もり等により監督員に協議を行うこ

と。 

⑨（建設発生木材の出来形数量） 

建設発生木材の運搬量、搬出量は出来形数量に応じて設計変更を行う。そのため、次のとおり数

量管理を行うこと。 

工  種 項  目 規  格 摘  要 
建設発生木材運

搬量 

現場において運搬車の計測を行

うこと。 

平均的な１断面を計測。計測に

当たっては、頂部に最低２箇所の

折れ点を設けること。 

断面積に荷台の延長を乗じて体

積を算定する。 

運搬車全数の測定を行うこと。また、

10台に１台の割合で写真管理を行うこ

と。ただし、搬出台数が10台に満たない

場合は、２台以上写真管理を行うこと。 

なお、マニフェストで運搬量（体積(空

m3)）が確認出来る場合は、計測、写真管

理は不要とする。 
 

建設発生木材

搬出量 

マニフェスト又は伝票管理

を行うこと。 

運搬車全数の管理を行うこと。 伝票は処分業者が発行した

ものでなければならない。 

⑩（マニフェスト） 

産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づ

きマニフェストを作成すること。ただし、一般廃棄物や有価物は不要である。 
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建
設
副
産
物
の
処
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⑪（建設発生木材の出来形数量） 

建設発生木材の運搬量、搬出量は出来形数量に応じて設計変更を行う。そのため、次のとおり数

量管理を行うこと。 

工  種 項  目 規  格 摘  要 

建設発生木材

運搬量 

現場において運搬車の計測

を行うこと。 

平均的な１断面を計測。計

測に当たっては、頂部に最低

２箇所の折れ点を設けるこ

と。 

断面積に荷台の延長を乗じ

て体積を算定する。 

運搬車全数の測定を行うこと。ま

た、10台に１台の割合で写真管理を

行うこと。ただし、搬出台数が10台

に満たない場合は、２台以上写真管

理を行うこと。 

なお、マニフェストで運搬量（体

積(空m3)）が確認出来る場合は、計

測、写真管理は不要とする。  
建設発生木材

搬出量 

マニフェスト又は伝票管理

を行うこと。 

運搬車全数の管理を行うこと。 伝票は処分業者が発行した

ものでなければならない。 

⑫（マニフェスト） 

産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づ

きマニフェストを作成すること。ただし、一般廃棄物や有価物は不要である。 

 

建
設
副
産
物
の
使
用 

①（建設発生土の使用） 

            工事から〔本工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用

箇所：            に使用する。 

②（再生資材の使用） 

ア Co雑割材は、    工事から運搬し、使用箇所：    に使用する。 

イ アスファルト・コンクリート切削殻等は、    工事から運搬し、使用箇所：    に

使用する。  

ウ 再生クラッシャラン〔規格：Rc-40〕は、使用箇所：基礎路,盤路盤等に使用する。 

エ 再生コンクリート砂〔規格：RS-      〕は、使用箇所：    に使用する。 

オ 再生加熱アスファルト混合物〔規格：13〕は、使用箇所：表層工に使用する。 

カ その他再生資材〔資材名：      〕〔規格：      〕は、使用箇所：    に使用

する。 

キ 本工事において、再生クラッシャランの使用は上記ウに記載のものを想定している。当該砕

石について、受注者が再生資源化施設側と供給状況等について協議し、再資源化施設側から書

面により供給の確保ができない旨の回答があった場合には、他の再生砕石を使用することと

し、設計変更の対象とする。その上で他の再生砕石の確保も難しいと判断された場合には、新

材を使用することとし、設計変更の対象とする。 

ク 本工事において、粒度調整砕石の使用は新材を想定している。ただし、受注者が再生材の使

用を希望する場合には、受注者において供給状況を確認し、再生材の使用について協議するこ

ととし、設計変更の対象とする。 

 

農
地
の
利
用 

①（農地の一時転用について） 

本工事を施工するために必要な現場事務所、資材置場等を農地に設置する目的で、受注者が農

地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第５条第１項に基づく農地一

時転用の許可を得ること。 

なお、工事用道路に係る農地の一時転用については、発注者が申請済であり、令和8年1月上旬

頃に許可が得られる見込みである。 

      

そ
の
他 

①（工事名称） 

工事標示板に記載する名称は、契約名とする。 

なお、工事標示板には、原則として県産木材を使用すること。また、その他の保安施設等につ

いても積極的に県産木材を使用すること。 

②（景観評価） 

ア 本工事は、鳥取県公共事業景観形成指針に基づく、景観評価対象事業〔ではない〕。 

イ 景観評価対象事業の場合、施工にあたっては設計図書によるほか、必要に応じて監督員と

協議すること。 

③（監督体制） 

本工事の監督体制は〔一般・重点〕監督とする。 

重点監督の工種は     とし、その他の工種は一般監督とする。 

なお、鳥取県県建設工事低入札価格調査制度対象工事となった場合は、別途通知する。 
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そ
の
他 

④（三者協議） 

本工事は、   工事であり、工事着工までに、施工条件及び施工の留意点等を確認するた

め、発注者並びに当該工事の測量等業務受注者及び施工受注者の三者で協議するものとする。

（重点監督工事等に適用） 

⑤（技能士常駐） 

本工事には、下記のとおり鳥取県土木工事共通仕様書特記事項に基づく技能士常駐対象工種が

含まれており、該当工種の作業期間は、技能士が工事現場に常駐しなければならない。 

ア 技能士種別：   、該当工種:     、特記事項根拠：  頁 

イ 技能士種別：   、該当工種:     、特記事項根拠：  頁 

なお、施工計画書の作成段階で技能士が必要な該当工種が見つかった場合、技能士の要否を含め

督員と協議すること 

⑥（電子納品） 

情報共有システムを利用する工事は、原則として工事完成図書を電子納品すること。ただし、

止むを得ない事情がある場合は、監督員と協議の上、紙書類によることができる。 

情報共有システムを利用しない工事であっても、受注者が電子納品を希望する場合は、監督員

と協議の上、電子納品対象工事とする。 

電子納品に当たっては、https://www.pref.tottori.lg.jp/171188.htmに掲載された本工事調

達公告日時点で最新の「鳥取県電子納品・情報共有運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」

という。）に従い適正に納品すること。 

オンライン電子納品を実施する場合は、https://www.pref.tottori.lg.jp/318010.htmに掲載

された本工事調達公告日時点で最新のオンライン電子納品試行要領（令和6年6月12日付第

202400071599号技術企画課長通知）に従うこと。 

⑦（情報共有システム） 

情報共有システム（以下「システム」という。）を利用すること。 

ただし、情報共有システムの利用を希望しない場合は、監督員と協議の上、紙書類によること

ができる。 

システム利用に当たっては、ガイドラインに従い適正に実施すること。 

⑧（寒中コンクリート） 

本工事は、寒中コンクリートとして施工を行わなければならない期間があるので、適正に実施

すること。なお、寒中コンクリートの養生費用については、「寒中コンクリートの養生費用につ

いて」（平成23年12月７日付第201100123529号県土整備部長通知）に基づいて処理することと

し、設計変更の対象とする。 

⑨（建設機械の賃料の採用単価） 

         ア 建設機械の賃料について、ラフテレーンクレーン及び高所作業車以外の建設機械は長期割引

単価を標準としている。 

通常単価を採用した建設機械〔無し・有り〕 

イ ラフテレーンクレーン及び高所作業車について、１ヶ月以上の長期利用に当たるものは長期

割引単価を採用し、１ヶ月未満の利用に当たるものは通常単価を採用している。 

本工事のﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路設置工等で使用を想定しているラフテレーンクレーン

（規格25t吊）の採用単価は（長期割引単価・通常単価）（建設物価11月号,809項）を採用

し、本工事の   工で使用を想定している高所作業車（規格  ）の採用単価は（長期割引

単価・通常単価）（建設物価   月号、   頁）を採用している。 

  



                                    現    場    説    明    書                    ５ 

そ 

 

の 

 

他 

⑩（現場環境改善） 

本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事としない。 

⑪（熱中症対策） 

熱中症対策について https://www.pref.tottori.lg.jp/291941.htm に掲載の熱中症予防対策資

料を参考に熱中症予防対策を実施すること。 

また、気象庁から高温注意報（最高気温３５℃以上が予想される場合）が発表された日において

は、作業の中断、作業時間の短縮を行うか、十分な水分、塩分の摂取のほか休憩場所の整備及び十

分な休憩時間を確保するなどの熱中症予防対策を確実に実施したうえで作業を行うこと。 

⑫（遠隔臨場） 

        本工事 は、 遠隔臨 場の 対象工 事で ある。 遠隔 臨場の 活用 を希望 する 場合は 、

https://www.pref.tottori.lg.jp/307254.htm に掲載された本工事調達公告日時点で最新の「鳥取

県建設工事・測量等業務の遠隔臨場に関する実施要領」によること。 

⑬（工事用道路・ヤード等の借地） 

          工事用道路・ヤード等の借地料は役務費にて計上している。 

          借地期間は121日（4ヶ月）とし、借地料は301,140円を計上している。 

⑭（工事期間について） 

          森林法第10条の2（開発行為の許可）の規定により、本工事で施工する水路（調整池改良含 

   む）の完成が別途発注している土木工事の現地着手の条件となっているため、工程管理を密 

に行い、速やかに現地着手できるよう資材や人員の確保に努めること。 

また、水路は令和 8年 6月中旬から下旬までの間に完了し、通水可能な状態とすることとし、

鳥取県の完成確認を受けるものとする。 

なお、本工事は下流側と上流側の 2班体制で実施することで工期内に施工が完了すると想定し 

ている。 

⑮（工事期間の延伸について）    

          ⑭に記載した理由のため、原則として工期延期は出来ない。 

ただし、受注者の責に帰することが出来ない理由により資機材の調達等が遅れる場合について

は、発注者と工事期間の延伸に関する協議を行うことは可能である。           

⑯（追加工事について） 

          事業進捗を図るため本工事で対応する工種（表面被覆工、簡易ゲートの製作設置等）が生じる可

能性がある。 

          追加工事に関する数量の増については設計変更の対象とする。  

⑰（排水ポンプについて） 

          水の侵入は限定的と考え作業時排水を選定しているが、工事着手後、作業終了後に排水を中止  

した場合、水が溜まることによって法面の崩壊を招くおそれがある等の理由により常時排水が必

要と認められる場合は、発注者と受注者の協議により常時排水に変更することとし、設計変更の

対象とする。 

⑱（交通誘導警備員の数量について） 

          交通誘導警備員の数量は、市道内での作業を想定し、概算数量としているため、設計変更の対

象とする。 

受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、発注者と必

要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。 

なお、延べ配置人員の算出は、国等が定める作業日当たり標準作業量等から算出するものとす

る。 

⑲（共通仮設費の算定について） 

共通仮設費について、発注時は公園工事（令和7年度土木工事標準積算基準書：国土交通省）

を使用するが、最終精算時には令和3年3月31日付廃棄物処理施設整備（課題対応型産業廃棄物処

理施設運用支援事業）交付金交付要綱の取り扱いについて（通知）に基づき、積上げにより算出

する予定である。 

このため、共通仮設費に該当する項目について見積等の提出を指示する場合があるため、契約

締結後発注者と対応方針について事前協議すること。 

⑳（支障物件への対応について）  

No8付近は既存のボーリング資料より地下水位が高いことが想定されます。 

当該地の周辺にはポンプ場（左岸）、鋼管（右岸）があり、床掘時の影響により地下水が汲み

上げできなくなる恐れがあることから現場での作業に留意すること。 

なお、工事に伴い断水が発生する場合は必要に応じてタンク等を準備するなど水の供給を確保

すること。  

㉑（進入路の確保について） 

1 号ボックスカルバートの施工時において、左岸にある民間ヤードへの進入が困難となる。 

施工計画作成時に民間ヤードの利用頻度を確認し、必要に応じて進入路の確保を行うこと。 

進入路の設置に係る費用は、設計変更の対象とする。 

⇒現場説明書 6 へ  
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㉒（既設濃縮水処理施設について） 

          No-1付近にある既設濃縮水処理施設の下部は地盤改良されており、施設下の改良地盤が床掘範 

         囲内に存在する可能性があるため、施工時に試掘確認を実施した後施工すること。 

 試掘の結果により、施工方法や仮設構造の変更が必要な場合、設計変更の対象とする。 

㉓（稲作について） 

1384-1、1385の水田について、4月中旬に代かき、5月GWに田植えを実施する旨所有者から聞き

取りを行っている。このため、施工スケジュ－ルには稲作の時期を反映すると供に、本工事中に

稲作が行えるように必要に応じて仮畦畔や排水管の設置を行うこと。 

仮畦畔や排水管の設置に係る費用は、設計変更の対象とする。 

㉔（既設暗渠排水の確認について） 

          既設用排水路に暗渠排水の出口が確認されているため、農地内を掘削する際は埋設物の有無を

確認すること。 

㉕（農地の復旧について） 

          工事用道路等で使用する農地について、敷鉄板の撤去時や表土を戻す際には基盤や表土の均平 

         を確認する等適切な復旧を行い、返却時に必要に応じて農地所有者等の確認を受けること。 

また、畦畔、落水調節器、排水閘、暗渠排水管の復旧を行う場合は農地所有者等へ事前確認 

（必要に応じて立会を行う）の上決定すること。 

復旧完了後には必要に応じて農地所有者等の確認（書面確認含む）を受けること。 

㉖（農地の機能回復について） 

          農地の表面より水路壁面が高くなる箇所について、農地所有者等へ事前確認の上水抜き穴等 

を設置することとする。 

水抜き穴等の設置に係る費用は、設計変更の対象とする。 

 

※ 明示する項目を   部分に記入または追記し、不要部分は「－」で削除して使用すること。 

 







法令等による規制状況調書

工事名 工事場所

法令等 関係条文(必要手続き等)
手続の
要否

申請先 申請等年月日 許可等年月日 許可等期間
許可書等
写し添付

備考

道路法
■24条(道路管理者以外の者の行う工事の承
認申請)

要・否 米子市 □

■32条(道路の占用の許可申請) 要・否 米子市 □

□95条の2(公安委員会との調整) 要・否 □

河川法
□20条(河川管理者以外の者の行う工事の承
認申請)

要・否 □

□24条(河川の占用の許可申請) 要・否 □

□26条(工作物の新築等の許可申請) 要・否 □

□27条(土地の掘削等の許可申請) 要・否 □

鳥取県砂防指定地等
管理条例

□4条1項(砂防指定地内における行為、占用の
協議)

要・否 □

地すべり等防止法
□18条(地すべり防止区域における行為の許可
申請)

要・否 □

急傾斜地の崩壊による
災害防止に関する法
律

□7条4項(急傾斜地崩壊危険区域内における
行為の協議)

要・否 □

農地法 □4条1項(転用の許可申請) 要・否 □

■5条1項(一時転用の事前協議・報告)
R5.2.24付第202200246188号「公共事業の施工
に伴う附帯施設の設置の際の農地の一時転用
の取扱いについて」(技術企画課長通知)

要・否 米子市農業委員会 R7年11月17日 □

森林法 ■10条の2(開発行為の許可) 要・否
西部総合事務所
農林業振興課 R7年2月10日 R7年9月8日 R57年9月7日 ■

□10条の8(伐採及び伐採後の造林の届出等) 要・否 □

□27条(保安林の指定解除申請) 要・否 □

□34条(保安林における立木伐採の許可申請) 要・否 □

□伐採範囲事前協議
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/332527/
chirashi_kouji.pdf

要・否 □

鳥取県漁業調整規則 □48条(漁場内の岩礁破砕等の許可) 要・否 □

文化財保護法 □94条(埋蔵文化財包蔵地の発掘の通知) 要・否 □

□125条1項(史跡名勝天然記念物の現状変更
等の許可申請)

要・否 □

自然公園法
□20条3項(特別地域における行為の許可申
請)

要・否 □

□21条3項(特別保護地区における行為の許可
申請)

要・否 □

□33条1項(普通地域における行為の届出) 要・否 □

鳥取県立自然公園条
例

□16条1項(特別地域における行為の協議) 要・否 □

□16条2項(普通地域における行為の通知) 要・否 □

自然環境保全法
□25条4項(特別地区における行為の許可申
請)

要・否 □

□27条3項(海域特別地区における行為の許可
申請)

要・否 □

□28条1項(普通地区における行為の届出) 要・否 □

鳥取県自然環境保全
条例

□20条1項(特別地区における行為の協議) 要・否 □

□20条2項(普通地区における行為の通知) 要・否 □

採石法 □42条の2(国等に対する適用) 要・否 □

砂利採取法 □43条(国等に対する適用) 要・否 □

土壌汚染対策法
■4条1項(土壌汚染のおそれがある土地の形
質変更の届出)

要・否
西部総合事務所
環境・循環推進課 □

　□　届出不要 ①掘削面積
m2
②盛土面積

m2

合計
（①＋②） m2

※掘削、盛土面積は、事業箇所全体における面積を記入すること。（工事毎の面積ではない）

※掘削及び盛土部分の合計の面積が3,000m2以上となる場合は届出が必要。ただし、盛土のみの場合は届出不要。

景観法
□16条5項(景観計画区域内における行為着手
前の通知)

要・否 □

都市計画法 □34条の2(開発行為の協議) 要・否 □

水路業務法
□6条(海上保安庁以外の者が実施する水路測
量)

要・否 □

□19条1項(水路関係事項の通報) 要・否 □

漁業対策協議会規約 □(事業調整会議等での協議) 要・否 □

その他 ■法定外公共物等(占用・工事) 要・否 米子市 R7年10月31日 R7年11月5日 R9年10月31日 ■

注)　1　許可(承認)書の写しを添付すること。
　　　2　手続の要否について確認した方法を備考欄に記載すること。　例）管内図で確認、所管課に事前協議、対象規模要件外　など

鳥取県環境管理事業センター産業廃棄物管理型最終処分場
下流水路改修工事

鳥取県米子市淀江町小波

発注者が申請します。

発注者が申請します。

許可見込みR8年1月上旬

発注者が申請します。



 










